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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

[１] 都市福利施設の整備の必要性  

（１）現状 

    寄居町においては、寄居駅を中心とするエリアに公共施設の計画的な整備を行ってお

り、寄居町役場、寄居町中央公民館、寄居町立図書館、寄居町立総合体育館・アタゴ記

念館といった主要な公共施設は寄居駅北口に整備されている。 

    一方、中心市街地においては、寄居町勤労福祉センター（よりい会館）や障害者交流

センターなどがあるものの、道路整備等の遅れや空き店舗活用等の不動産の流動化が進

まないため、民間事業者などの業務・サービス施設等の立地が進まない状況にある。 

    そのため、中心市街地の活性化へ向けては、都市基盤施設の整備に合わせた民間事業

者による都市機能の立地誘導への取組みが求められる。 

 

（２）都市機能の集積に関する必要性 

    中心市街地に継続して住み続けられる環境をつくり、新たな担い手の参画機会の拡充

を図るためには、中心市街地において、社会福祉法人などの民間事業者の参画に基づき、

高齢者向け住宅及び介護・福祉サービス事業の立地誘導・整備を推進する必要がある。 

また、福祉面での多面的なサービス・支援施策の提供や健康増進施策のソフト事業の

展開により、住み続けられ、住んでみたい思える生活環境の整備とまちづくりの推進が

求められる。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画目標の令和４年度まで毎年度に、基本計画に位置付けた取組み事業の進捗調査及

び検証を行い、目標指標への効果を把握し、必要に応じて事業の改善などの措置を講ず

る。 

 

 

[２]具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

    該当なし。 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし。 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

    該当なし。 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、 

内容及び 

実施時期 

実施主体 
中心市街地の活性化を実現するための 

位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他 

の事項 

事業名 

市街地地区

山車の改修

事業 

内容 

山車の改修

支援 

実施時期 

平成29年度

～令和3年

度 

寄居町 

 

町内の実行

委員会 

市街地地区の山車の改修を行う。平成29年度

茅町から始まり、順次実施予定（国補助金に基

き実施する）。祭りによる賑わい創出と文化継

承を図り、中心市街地の住まい手・担い手づく

りに寄与するものである。 

支援措置 

文化遺産総

合活用推進

事業(文化

庁) 

実施時期 

平成29年度

～令和3年度 

  

 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、 

内容及び 

実施時期 

実施主体 
中心市街地の活性化を実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他 

の事項 

事業名 

子育て支援

ネットワー

クづくり事

業 

内容 

「赤ちゃん

の駅」の設

置事業費に

対する一部

助成制度 

実施時期 

平成27年度

～ 

寄居町  誰でも自由に無料でおむつ替えや授乳が行

えるスペースの「赤ちゃんの駅」の拡大を図る

ため、民間企業に対して設置費用の一部を助成

するとともに、設置された赤ちゃんの駅や、パ

パ・ママ応援ショップの情報を町公式ホームペ

ージなどを通じて情報提供することで子育て

する女性を支援することにより、中心市街地の

住まい手・担い手づくりと回遊性の向上に寄与

するものである。 

 

  

事業名 

介護・福祉

系施設の充

実 

内容 

高齢者向け

住宅等の誘

致 

実施時期 

平成30年度

～令和4年

度 

社会福祉法

人など 

大里広域市町村圏組合で策定する介護保険

事業計画との整合性を図りながら、高齢者向け

住宅等の介護・福祉に資する施設の立地促進を

図る。 

高齢者の生活環境向上により安全安心して

住み続けられる居住環境の充実を目指す事で

中心市街地の立ち寄り場所・機会の創出と住ま

い手・担い手づくりに寄与するものである。 
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事業名 

障害者交流

センター維

持管理事業 

内容 

障害者交流

の推進を図

るための施

設管理等 

実施時期 

平成24年度

～ 

寄居町  寄居町障害者交流センターにおいて障害者

の健康増進や自立の促進を図るほか、地域住民

との交流機会を充実させ、地域の住まい手・担

い手づくりに寄与する。 

 

 

事業名 

障害者相談

支援事業 

内容 

精神障害者

等のための

相談支援窓

口開設 

実施時期 

平成24年度

～ 

寄居町  障害者交流センターで精神障害等に対する

相談、障害福祉サービス利用に関する支援等を

行い、地域において障害者福祉の推進を図るこ

とにより、地域福祉推進による、都市福利の向

上を目指す。 

 

 

事業名 

アクティブ

シニア社会

参加応援事

業 

内容 

ふれあいい

きいきサロ

ンの運営支

援及び市街

地地区常設

サロン「い

こいの家」

運営支援 

実施時期 

平成28年度

～ 

寄居町社会

福祉協議会 

 

寄居町 

寄居町社会福祉協議会の取組むふれあいい

きいきサロンを通じ、高齢者の閉じこもりや社

会的孤立を防止することにより、介護予防や地

域福祉コミュニティづくりを支援する。 

また、中心市街地地区にある無腸庵を会場と

し、常設サロン「いこいの家」を運営すること

により、住まい手・担い手づくりと立ち寄り場

所・機会の創出に寄与する。 

 

 

事業名 

地域支えあ

い活動事業 

内容 

一人暮らし

の高齢者へ

の支援 

実施時期 

平成10年度

～ 

寄居町社会

福祉協議会 

 一人暮らしの高齢者を対象にした見守り活

動や、月に一度昼食を共にする「ふれあい給食」

等の高齢者支援を行う各地区の支えあいの会

に対する支援活動を行うことにより、住まい

手・担い手づくりに寄与する。 
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事業名 

健康長寿促

進事業 

内容 

街なか散策

などによる

健康づくり

への支援 

実施時期 

平成30年度

～ 

寄居町 ウォーキング・ガイド(平成25年作成）を活用

し、健康づくりを推進する。寄居駅周辺がウォ

ーキングのコースとなっていることから、健康

づくりに取組みながら、中心市街地の集客を図

ることにより、中心市街地の集客と回遊性の向

上に寄与するものである。 

 

  

事業名 

交通安全対

策事業 

内容 

交通安全対

策及び活動

の強化 

実施時期 

継続中 

寄居町  交通安全意識を高め、交通事故の防止を図る

ため、交通安全の啓発を目的とした街頭キャン

ペーンや交通事故防止運動等行うことで、安心

安全な生活環境を維持しながら住まい手・担い

手づくりに寄与するものである。 

 

  

事業名 

防犯キャン

ペーン事業 

内容 

防犯の強化 

実施時期 

平成13年度

～ 

寄居町  金融機関への年末防犯の呼びかけや、北條ま

つり、夏祭り、秋祭り等での防犯キャンペーン

を実施することで、安心安全な生活環境を維持

しながら住まい手・担い手づくりに寄与するも

のである。 

 

  

事業名 

人権教育推

進事業 

内容 

人権尊重の

理念を広め

るための研

修会の実施 

実施時期 

平成6年度

～ 

寄居町  中心市街地では、同和問題をはじめとする人

権問題の解決に向けて連絡協議し、人権尊重の

精神を高め、差別や偏見のない明るい地域社会

づくりに寄与することを目的として、市街地地

区人権教育連絡協議会が活動しており、市街地

地区の住民に対して、寄居町勤労福祉センター

（寄居会館）で年に2回研修会等を開催し、人権

尊重社会に寄与している。 

 

  

事業名 

人権推進事

業 

内容 

人権擁護委

員による啓

発活動の実

施 

実施時期 

平成16年～ 

 

 

寄居町  熊谷人権擁護委員協議会寄居部会の人権擁

護委員が、人権意識を高め人権について理解を

深める取組みの一環として、水天宮祭において

啓発活動を行うことにより、人権尊重社会の実

現に寄与している。 

 

  



－81－ 

 

事業名 

フォトロゲ

イニング大

会 

内容 

中心市街地

の中にもチ

ェックポイ

ントのある

フォトロゲ

イニング大

会の運営 

実施時期 

平成25年度

～ 

寄居町  地図をもとに、時間内にチェックポイントを

回り、得点を集める大会で、中心市街地の中に

もいくつかのチェックポイントがあり、集客と

回遊性の向上に寄与するものである。 

 

  

 

  


